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(57)【要約】
【課題】　車両内部の位置情報に誤差がある場合でも、
運転支援が行われるか否かによって運転者に与える違和
感を軽減することができる運転支援装置を提供する。
【解決手段】　運転支援ＥＣＵ４は、路車間通信機１か
ら対象交差点Ｃまでの距離情報と対象交差点Ｃに設けら
れた信号Ｓに関する信号サイクル情報を受信する。また
、運転支援ＥＣＵ４は、ナビゲーション装置２から経路
組立情報を取受信する。運転支援ＥＣＵ４では、路車間
通信機１から受信した距離情報と、ナビゲーション装置
２から受信した経路組立情報に含まれる距離情報に基づ
いて、警報装置５による警報を行うか否かの判断を異な
る度合いで行う。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部通信装置から取得した自車両位置から支援対象地点までの取得距離情報および支援
対象情報と、前記支援対象地点を含む所定範囲内における地図上の前記自車両の位置情報
と、に基づいて、前記支援対象地点における前記自車両に対する運転支援を行う運転支援
装置において、
　前記支援対象地点に近接する分岐地点が存在する場合に、前記支援対象地点および前記
分岐地点間の二点間距離と、前記位置情報に関する所定の誤差範囲と、の比較結果に応じ
て、異なる運転支援度合いの運転支援を行うことを特徴とする運転支援装置。
【請求項２】
　前記支援対象地点における前記自車両に対する運転支援は、前記支援対象地点と、前記
自車両の位置から前記支援対象地点までの経路と、に応じた運転支援である請求項１に記
載の運転支援装置。
【請求項３】
　前記二点間距離が前記誤差範囲より小さい場合には、前記運転支援度合いを抑制する請
求項１または請求項２に記載の運転支援装置。
【請求項４】
　地図上における前記自車両の位置情報の誤差が車両進行方向側に生じている場合と、車
両進行方向逆側に生じている場合とで、異なる運転支援度合いの運転支援を行う請求項１
から請求項３のうちのいずれか１項に記載の運転支援装置。
【請求項５】
　地図上における前記自車両の位置情報の誤差が車両進行方向逆側に生じている場合に、
前記運転支援度合いを抑制する請求項４に記載の運転支援装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両の運転支援を行う運転支援装置に係り、特に、外部通信装置から自車両
位置を取得した車両に対する運転支援を行う運転支援装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、信号機が設置された信号機設置交差点を車両が通行する際に、最適な通行方法に
関する情報を運転者に提供する信号情報提供装置が知られている（たとえば特許文献１参
照）。この信号情報提供装置では、路車間通信によって車両の現在位置から信号機設置交
差点までの距離およびその信号における信号状態の残り時間を検出する。さらには、車両
が現在の車速を維持した場合に、交差点を通行できるか否かを判断して、交差点の最適な
通行方法に関する情報を運転者に提供する。
【特許文献１】特開２００２－３７３３９６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　上記特許文献１に開示された信号情報提供装置では、たとえば交差点までの距離情報と
、ＧＰＳ（GlobalPositioning System）装置等から取得し、車両内部で保持している位置
情報と、を照らし合わせながら運転支援を行うことが考えられる。このとき、車両内部の
位置情報に誤差があり、車両内部の位置情報から算出した距離情報と路車間通信によって
得られた距離情報とが一致しない場合に、必要な運転支援が行われなかったり、逆に不要
な運転支援を行ってしまったりすることがあった。その結果、運転支援が行われるか否か
が不安定となり、運転者に違和感を与えるおそれがあるという問題があった。
【０００４】
　そこで、本発明の課題は、車両内部の位置情報に誤差がある場合でも、運転支援が行わ
れるか否かによって運転者に与える違和感を軽減することができる運転支援装置を提供す
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ることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決した本発明に係る運転支援装置は、外部通信装置から取得した自車両位
置から支援対象地点までの取得距離情報および支援対象情報と、支援対象地点を含む所定
範囲内における地図上の自車両の位置情報と、に基づいて、支援対象地点における自車両
に対する運転支援を行う運転支援装置において、支援対象地点に近接する分岐地点が存在
する場合に、支援対象地点および分岐地点間の二点間距離と、位置情報に関する所定の誤
差範囲と、の比較結果に応じて、異なる運転支援度合いの運転支援を行うことを特徴とす
るものである。
【０００６】
　本発明に係る運転支援装置においては、支援対象地点および分岐地点間の二点間距離と
、位置情報に関する所定の誤差範囲と、の比較結果に応じて、異なる運転支援度合いの運
転支援を行う。このため、位置情報に誤差が見込まれる範囲と、誤差がないと考えられる
範囲とで運転支援度合いを異なるものとすることができる。したがって、車両内部の位置
情報に誤差がある場合でも、運転支援が行われるか否かによって運転者に与える違和感を
軽減することができる。なお、本発明における「地図上の自車両の位置情報」とは、地図
情報とＧＰＳ等から得られる自車両の位置との関係を示す情報である。
【０００７】
　ここで、支援対象地点における自車両に対する運転支援は、支援対象地点と、自車両の
位置から支援対象地点までの経路と、に応じた運転支援である態様とすることができる。
【０００８】
　このような運転支援を行うことにより、自車両の運転支援を行うにあたり、不要な運転
支援を削減することができ、自車両の経路に応じた支援を行うことができる。
【０００９】
　このとき、二点間距離が誤差範囲より小さい場合には、運転支援度合いを抑制する態様
とすることができる。
【００１０】
　このように、二点間距離が誤差範囲より小さい場合には、運転支援度合いを抑制するこ
とにより、位置情報に誤差が見込まれる場合には、運転支援が抑制される。このため、支
援対象地点と分岐地点が近接することに基づく誤った運転支援によって、運転者に与える
違和感を軽減することができる。
【００１１】
　また、地図上における自車両の位置情報の誤差が車両進行方向側に生じている場合と、
車両進行方向逆側に生じている場合とで、異なる運転支援度合いの運転支援を行う態様と
することができる。
【００１２】
　このように、位置情報の誤差方向による違いを反映させることにより、誤った運転支援
を抑制するとともに、支援を行うべき支援対象位置に対する支援の漏れを防止することが
できる。
【００１３】
　さらに、地図上における自車両の位置情報の誤差が車両進行方向逆側に生じている場合
に、運転支援度合いを抑制する態様とすることができる。
【００１４】
　このように、自車両の位置情報の誤差が車両進行方向逆側に生じている場合に、運転支
援度合いを抑制することにより、誤った運転支援を抑制するとともに、支援を行うべき支
援対象位置に対する支援の漏れを防止することができる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明に係る運転支援装置によれば、車両内部の位置情報に誤差がある場合でも、運転
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支援が行われるか否かによって運転者に与える違和感を軽減することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、添付図面を参照して本発明の実施形態について説明する。なお、図面の説明にお
いて同一の要素には同一の符号を付し、重複する説明を省略する。また、図示の便宜上、
図面の寸法比率は説明のものと必ずしも一致しない。
【００１７】
　図１は本発明の実施形態に係る運転支援装置のブロック構成図、図２は道路において運
転支援が行われる車両を俯瞰する俯瞰図である。運転支援装置は、路車間通信機１、ナビ
ゲーション装置２、車速センサ３、運転支援ＥＣＵ（Electronic Control Unit）４、お
よび警報装置５を備えている。
【００１８】
　路車間通信機１は、光ビーコンアンテナ１１および光ビーコン処理部１２などを備えて
いる。路車間通信機１では、図２に示す対象交差点Ｃの手前の所定の位置に設置される外
部通信装置である光ビーコンＢから近赤外線によって情報を受信する。路車間通信機１で
は、光ビーコンアンテナ１１によってダウンリンクエリア内で光ビーコンＢからの信号を
受信する。路車間通信機１では、受信した信号を光ビーコン処理部１２で復調してダウン
リンク情報を取り出し、そのダウンリンク情報を運転支援ＥＣＵ４に送信する。なお、光
ビーコンとの間で情報を送受信できる光ビーコン送受信機でもよい。
【００１９】
　ダウンリンク情報としては、ＶＩＣＳ（Vehicle Information Communication System）
情報やインフラ情報がある。ＶＩＣＳ情報は、全車線で共通の道路交通情報である。道路
交通情報は、渋滞情報、交通規制情報、駐車場情報などがある。インフラ情報は、車線毎
に構成される車線情報であり、距離情報、車線毎の信号サイクル情報、道路形状情報、停
止線情報、車線識別情報などがある。
【００２０】
　距離情報は、光ビーコンＢから信号を受信した受信位置から信号サイクル情報の対象と
なる信号機Ｓが設けられた交差点（以下「対象交差点」という）Ｃまでの距離である。こ
の対象交差点が対象支援地点となる。信号サイクル情報は、信号機Ｓの点灯色である青、
黄、赤の各点灯時間、右折指示信号の点灯時間、現在点灯している信号とその信号機Ｓが
点灯してからの経過時間などである。この信号サイクル情報により、たとえば、何秒後に
信号機Ｓの点灯色が赤になるか、右折車線の場合には右折指示に何秒後になり、何秒後に
終了するかが判る。この信号サイクル情報が支援対象情報となる。道路形状情報は、周囲
の道路の形状を示す情報であり、勾配情報（上り坂、下り坂、勾配角度）も含んでいる。
停止線情報は、対象交差点Ｃでの停止線の位置情報などである。また、光ビーコンＢにお
いて他車両情報（位置、車速など）の情報を取得できる場合には他車両情報もインフラ情
報に含まれる。
【００２１】
　ナビゲーション装置２は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）、ＲＯＭ（Read OnlyMe
mory）、ＲＡＭ（Random Access Memory）、および入出力ポートなどを備えて形成されて
いる。また、ナビゲーション装置２は、ＧＰＳアンテナ２１、ＧＰＳ受信機２２、ＧＰＳ
処理部２３、地図データベース２４、表示モニタ２５、タッチパネル２６、経路組立部２
７などを備えている。このナビゲーション装置２は、自車両の現在位置などを推定すると
ともに、入力された行先に合わせて経路計画を行う。
【００２２】
　ナビゲーション装置２におけるＧＰＳ受信機２２では、ＧＰＳアンテナ２１によってＧ
ＰＳ衛星からのＧＰＳ信号を受信する。ここで、自車両の現在位置を算出するためには３
つ以上のＧＰＳ衛星の位置データが必要となるで、ナビゲーション装置２では、異なる３
つ以上のＧＰＳ衛星からのＧＰＳ信号をそれぞれ受信している。ナビゲーション装置２に
おけるＧＰＳ処理部２３では、ＧＰＳアンテナ２１で受信したＧＰＳ信号を復調し、復調



(5) JP 2010-3249 A 2010.1.7

10

20

30

40

50

された各ＧＰＳ衛星の位置データに基づいて自車両の現在位置（緯度、経度）などを算出
する。
【００２３】
　さらに、ナビゲーション装置２における地図データベース２４には、日本国内などの所
定の範囲の地図情報や地名情報が記憶されている。表示モニタ２５は、地図データベース
２４に記憶された地図情報の中から、ＧＰＳ処理部２３で算出された自車両の現在位置の
近傍における地図を表示する。タッチパネル２６は表示モニタ２５に設けられており、地
図データベース２４に記憶された地名情報の中から、自車両の行先をドライバが入力可能
となっている。
【００２４】
　経路組立部２７は、ＧＰＳ処理部２３で算出された位置情報と地図データベースに記憶
された地図情報に基づいて、自車両の走行路における分岐路や交差点などの経路情報の組
立を行い、経路組立情報を生成する。経路組立情報には、自車両の位置や自車両付近の交
差点等までの距離、あるいは目的地までの経路などに関する情報が含まれる。この経路組
立情報の一部が本発明の「地図上の自車両の位置情報」となる。経路組立部２７は、経路
組立情報を運転支援ＥＣＵ４に送信する。
【００２５】
　また、ナビゲーション装置２は、経路組立部２７で組み立てられた経路組立情報に応じ
て、自車両Ｍが進行する方向を運転者に案内する。たとえば、経路組立によって曲がる交
差点を設定した際、その曲がる交差点に自車両Ｍが到達したときに、曲がる交差点である
ことを運転者に報知する。
【００２６】
　車速センサ３は、自車両の車速を検出するセンサである。車速センサ３では、車速を検
出し、検出した車速情報を運転支援ＥＣＵ４に送信する。
【００２７】
　運転支援ＥＣＵ４は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、および入出力ポートなどを備える電子
制御ユニットであり、運転支援装置を統括制御している。運転支援ＥＣＵ４では、一定時
間毎に、路車間通信機１およびナビゲーション装置２から各情報を受信し、これら情報に
基づいて各処理を実行し、警報が必要と判断した場合には警報装置５に警報信号を送信す
る。
【００２８】
　また、運転支援ＥＣＵ４では、路車間通信機１から受信したダウンリンク情報とナビゲ
ーション装置２から受信した経路組立情報とを比較し、対象交差点Ｃを判断している。こ
のとき、ダウンリンク情報に含まれる距離情報と、経路組立情報における自車両付近にお
ける交差点までの距離に基づいて、自車両が曲がる交差点と対象交差点Ｃとの関係を取得
する。運転支援ＥＣＵ４では、ダウンリンク情報に含まれる距離情報と経路組立情報にお
ける自車両付近における交差点までの距離とが一致する場合には、この経路組立情報にお
ける自車両付近における交差点を対象交差点と判断する。一方、ダウンリンク情報に含ま
れる距離情報と経路組立情報における自車両付近における交差点までの距離とが一致しな
い場合には、ダウンリンク情報に含まれる距離情報による距離を超えない範囲で、経路組
立情報に含まれる自車両Ｍの位置から、ダウンリンク情報に含まれる距離情報における距
離分進んだ位置にもっとも近い交差点（または分岐点）を対象交差点Ｃと判断する。こう
して、対象交差点Ｃにおける自車両Ｍに対する運転支援は、対象交差点Ｃと、自車両Ｍの
位置から対象交差点Ｃまでの経路と、に応じた運転支援を行う。
【００２９】
　さらに、運転支援ＥＣＵ４は、ナビゲーション装置２における最大誤差（以下「ナビ最
大誤差」という）δＭＡＸを記憶している。ナビ最大誤差δＭＡＸは、ナビゲーション装
置２の種類等によって予め設定されている。運転支援ＥＣＵ４では、ナビ最大誤差δＭＡ

Ｘに基づいて、警報を行うか否かの基準を変更し、異なる運転支援度合いの運転支援を行
うようにしている。さらに、運転支援ＥＣＵ４は、路車間通信機１から送信されるダウン
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リンク情報に含まれる距離情報と、ナビゲーション装置２から送信される経路組立情報に
含まれる自車両Ｍと対象交差点Ｃ等までの距離に関する情報に基づいて、ナビゲーション
装置２に生じている誤差の方向（自車両の進行方向に沿って見た前方向または後方向）を
取得する。ここでは、自車両Ｍの進行方向に対する前方向が車両進行方向側となり、後方
向が車両進行方向逆側となる。
【００３０】
　警報装置５は、自車両が対象交差点Ｃに進入した時に黄信号または赤信号と予測される
場合にそのことを知らせる警報を出力する装置であり、警報出力として音声出力や画像表
示などを行う。警報装置５では、運転支援ＥＣＵ４から警報信号を受信すると、警報信号
に応じて音声を出力したり、画像を表示したりする。
【００３１】
　図１～図５を参照して、運転支援装置の動作について説明する。図３は、運転支援装置
における処理の流れを示すフローチャートである。
【００３２】
　図２に示すように、自車両Ｍが対象交差点Ｃの手前に位置するダウンリンクエリアに入
ると、路車間通信機１では、光ビーコンＢからインフラ情報などを受信し、そのインフラ
情報を運転支援ＥＣＵ４に送信している。このとき、運転支援ＥＣＵ４では、対象交差点
Ｃにおける信号機Ｓの信号サイクル情報を含むインフラ情報を路車間通信機１から取得す
る（Ｓ１１）。
【００３３】
　また、ナビゲーション装置２におけるＧＰＳ受信機２２は、各ＧＰＳ衛星からＧＰＳ情
報をＧＰＳアンテナ２１によって一定時間毎にそれぞれ受信している。また、ＧＰＳ処理
部２３では、各ＧＰＳ情報に基づいて現在位置などを演算し、その現在位置を経路組立部
２７に送信している。経路組立部２７では、ＧＰＳ処理部２３からの現在位置を取得する
（Ｓ１２）。
【００３４】
　経路組立部２７では、ＧＰＳ処理部２３から取得した現在位置を地図データベース２４
に記憶された地図情報に参照して、現在位置付近における対象交差点Ｃや、交差点付近に
おける分岐点Ｄ、さらには対象交差点Ｃと分岐点Ｄと距離などを取得する。さらに、経路
組立部２７では、取得した対象交差点Ｃと自車両Ｍとの距離を算出する（Ｓ１３）。経路
組立部２７は、取得した対象交差点Ｃと自車両Ｍとの距離を算出する際には、地図データ
ベース２４に記憶された地図情報を参照する。
【００３５】
　続いて、経路組立部２７は、経路情報の組立を行う（Ｓ１４）。ここでは、タッチパネ
ル２６によってドライバが入力した行先と、取得した対象交差点Ｃと自車両Ｍとの距離と
に基づいて、自車両Ｍが曲がる交差点を判断する。経路組立部２７は、ここで自車両Ｍが
曲がると判断した交差点に関する経路情報を運転支援ＥＣＵ４に送信する。
【００３６】
　それから、運転支援ＥＣＵ４においては、ナビゲーション装置２から送信された経路組
立情報に基づいて、自車両Ｍが曲がる交差点を判断する。このとき、ナビゲーション装置
２から送信される経路組立情報における自車両Ｍの位置に誤差が生じると、自車両Ｍが曲
がる交差点と対象交差点Ｃとの関係が、実際とは相違する場合が生じうる。このような自
車両Ｍが曲がる交差点と対象交差点Ｃとの関係の相違が生じることから、対象交差点Ｃと
分岐点Ｄとの距離（以下「対象交差点－分岐点間距離」という）Ｌ１として、対象交差点
－分岐点間距離Ｌ１が、運転支援ＥＣＵ４が記憶しているナビ最大誤差δＭＡＸより小さ
いか否かを判断する（Ｓ１５）。なお、対象交差点－分岐点間距離Ｌ１が、支援対象地点
および分岐地点間の二点間距離に相当する。ステップＳ１５における判断の結果、対象交
差点－分岐点間距離Ｌ１がナビ最大誤差より小さくない（対象交差点－分岐点間距離Ｌ１
がナビ最大誤差δＭＡＸ以上である）と判断した場合には、通常の運転支援を行う（Ｓ１
６）。
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【００３７】
　通常の運転支援では、自車両Ｍが対象交差点Ｃを直進する場合、光ビーコンＢから送信
された対象交差点Ｃにおける信号機Ｓの信号サイクル情報および車速センサ３から送信さ
れた車速情報に基づいて、自車両Ｍが現在の速度で走行した場合に、自車両Ｍが対象交差
点Ｃに到達するときに、対象交差点Ｃにおける信号機Ｓの点灯色が青となるか否かを判断
する。また、自車両Ｍが対象交差点Ｃを曲がる場合には、車速センサ３から送信された車
速情報から所定の減速度を加味して、自車両Ｍが対象交差点Ｃに到達する時間を算出、自
車両Ｍが対象交差点Ｃに到達するときに、対象交差点Ｃにおける信号機Ｓの点灯色が青と
なるか否かを判断する。
【００３８】
　その結果、自車両Ｍが対象交差点Ｃに到達するときに対象交差点Ｃにおける信号機Ｓの
点灯色が青となる場合には、警報装置５による警報を出力しないようにする。また、自車
両Ｍが対象交差点Ｃに到達するときに対象交差点Ｃにおける信号機Ｓの点灯色が青となら
ない（黄または赤となる）場合には、警報装置５によって、運転者に対する警報を出力す
る。こうして、運転支援装置による処理を終了する。
【００３９】
　一方、ステップＳ１５において、対象交差点－分岐点間距離Ｌ１がナビ最大誤差δＭＡ

Ｘより小さいと判断した場合には、運転支援として、運転支援度合いが異なり、運転支援
度合いが抑制された特別運転支援を行う（Ｓ１７）。特別運転支援としては、誤警報対応
運転支援を行うことができる。誤警報対応運転支援として、具体的には、自車両Ｍが対象
交差点Ｃに到達するときに対象交差点における信号機Ｓの点灯色が青とならない（黄また
は赤となる）場合であっても、警報装置５による警報を中止し、警報を出力しないように
する。
【００４０】
　ここで、たとえばナビ最大誤差δＭＡＸが生じている場合には、図２に示すように、自
車両Ｍの位置は、実際の位置である実位置Ｐに対して、最大前方誤差位置ＰＦまたは最大
後方誤差位置ＰＲとなっていることになる。このとき、対象交差点－分岐点間距離Ｌ１が
、運転支援ＥＣＵ４が記憶しているナビ最大誤差δＭＡＸより小さい場合には、警報が不
要であるにも関わらず警報を出力してしまう誤警報を行うことが考えられる。
【００４１】
　具体的に、自車両Ｍが実位置Ｐに位置している場合にナビ最大誤差δＭＡＸが生じてい
る場合を想定して、自車両Ｍが最大前方誤差位置ＰＦにいると判断した場合には、分岐点
Ｄで自車両Ｍが曲がるときにも、対象交差点Ｃで自車両Ｍが曲がると判断してしまう。こ
のため、対象交差点Ｃにおける信号機Ｓの警報は不要であるにも関わらず、警報を出力す
ることになる。この点、誤警報対応運転支援では、警報装置５による警報を中止し、警報
を出力しないようにする。こうして、運転支援装置による処理を終了する。
【００４２】
　このように、本実施形態に係る運転支援装置では、対象交差点－分岐点間距離Ｌ１がナ
ビ最大誤差δＭＡＸより小さいか否かによって運転支援度合いを異なるものとし、警報装
置５による警報の出力基準を変更している。そして、対象交差点－分岐点間距離Ｌ１がナ
ビ最大誤差δＭＡＸより小さい場合には、警報装置５による警報の出力を中止している。
このため、分岐点Ｄで自車両Ｍが曲がるときにも、対象交差点Ｃで自車両Ｍが曲がると判
断し、対象交差点Ｃにおける信号機Ｓの警報は不要であるにも関わらず、警報を出力する
といった事態を防止することができる。その結果、不要な警報が出力されることによって
運転者に違和感を与えないようにすることができる。
【００４３】
　また、特別運転支援として、誤差が生じている方向を加味した態様とすることもできる
。この特別運転支援の態様について、図４を参照して説明する。図４は、特別運転支援の
手順を示すフローチャートである。図４に示すように、特別運転支援では、ナビゲーショ
ン装置２における誤差が生じている方向が明確であるか否かを判断する（Ｓ２１）。誤差
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が生じている方向が明確であるか否かは、たとえば路車間通信機１から送信されるダウン
リンク情報に含まれる距離情報と、ナビゲーション装置２から送信される経路組立情報に
含まれる自車両と交差点等までの距離に関する情報における距離の差が、所定のしきい値
以上となっているか否かによって判断することができる。
【００４４】
　その結果、誤差の前後方向が明確であると判断した場合には、誤差方向が自車両Ｍの進
行方向に見て後方向であるか否かを判断する（Ｓ２２）。その結果、誤差の方向が後方向
である場合には、誤警報対応運転支援を行う（Ｓ２３）。一方、誤差の方向が後方向でな
い（前方向である）と判断した場合には、未警報対応運転支援を行う（Ｓ２４）。こうし
て、特別運転支援を終了する。以下に、これらの振分けを行う理由について説明する。
【００４５】
　たとえば、図２に示す実位置Ｐに自車両Ｍが位置している際に、誤差の方向が後方であ
る場合について考える。この場合、図５（ａ）に示すように、自車両Ｍの実位置Ｐに対し
て、自車両Ｍが後方誤差位置ＰＲ１に位置していると判断されている状態にある。このと
き、下記（１）式が成立すると、自車両Ｍが分岐点Ｄで曲がるにも関わらず、対象交差点
Ｃを曲がると判断することとなる。下記（１）式において、左辺は、自車両Ｍから、自車
両Ｍが曲がると判断する分岐点Ｄまでの距離を示し、右辺は、実際の自車両Ｍと対象交差
点Ｃとの距離を示している。
【００４６】
　Ｌ３＋Ｌ４＞Ｌ２　・・・（１）
　ただし、Ｌ２：自車両Ｍと対象交差点Ｃとの距離（以下「自車両－交差点間距離」とい
う）
　　　　　Ｌ３：自車両Ｍと分岐点Ｄとの距離（以下「自車両－分岐点間距離」という）
　　　　　Ｌ４：後方誤差位置ＰＲ１と実位置Ｐとの距離（以下「実位置－誤差位置距離
」という）
【００４７】
　ここで、自車両－交差点間距離Ｌ２と、自車両－分岐点間距離Ｌ３との差は、対象交差
点－分岐点間距離Ｌ１となる。よって、上記（１）式を変形すると、下記（２）式となる
。
【００４８】
　Ｌ４＞Ｌ２－Ｌ３＝Ｌ１　・・・（２）
【００４９】
　したがって、上記（２）式が満たされる場合に、図５（ｂ）に示すように、自車両Ｍが
分岐点Ｄで曲がるにも関わらず、対象交差点Ｃで曲がると判断され、その結果、警報装置
５からの誤警報が発生する。また、実位置－誤差位置距離Ｌ４の最大値はナビ最大誤差δ

ＭＡＸとなる。このため、上記（２）式における実位置－誤差位置距離Ｌ４に代えてナビ
最大誤差δＭＡＸを代入した下記（３）式を満たすときに誤警報が発生する可能性がある
。よって、下記（３）式を満たす場合に、誤警報を防止するための誤警報対応運転支援を
行う（Ｓ２３）。
【００５０】
　Ｌ１＜δＭＡＸ　・・・（３）
【００５１】
　一方、図２に示す実位置Ｐに自車両Ｍが位置している際に、誤差の方向が前方である場
合について考える。この場合、図６（ａ）に示すように、自車両Ｍの実位置Ｐに対して、
自車両Ｍが前方誤差位置ＰＦ１に位置していると判断されている状態にある。このとき、
下記（４）式が成立すると、自車両Ｍが対象交差点Ｃで曲がるにも関わらず、分岐点Ｄで
曲がると判断することとなる。下記（４）式において、左辺は、自車両Ｍから、自車両Ｍ
が曲がると判断する分岐点Ｄまでの距離を示し、右辺は、実際の自車両Ｍと対象交差点Ｃ
との距離を示している。
【００５２】
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　Ｌ２－Ｌ４＜Ｌ３　・・・（４）
【００５３】
　上記（４）式を変形すると、下記（５）式となる。
【００５４】
　Ｌ４＞Ｌ２－Ｌ３＝Ｌ１　・・・（５）
【００５５】
　したがって、上記（５）式が満たされる場合に、図６（ｂ）に示すように、自車両Ｍが
対象交差点Ｃで曲がるにも関わらず、分岐点Ｄで曲がると判断され、その結果、信号機Ｓ
が設けられた対象交差点Ｃを曲がるものの、警報装置５からの警報が発生しない未警報と
なる。また、実位置－誤差位置距離Ｌ４の最大値はナビ最大誤差δＭＡＸとなる。このた
め、上記（５）式における実位置－誤差位置距離Ｌ４に代えてナビ最大誤差δＭＡＸを代
入した下記（６）式を満たすときに未警報となる可能性がある。よって、下記（６）式を
満たす場合に、未警報を防ぐための未警報対応運転支援を行う（Ｓ２４）。
【００５６】
　Ｌ１＜δＭＡＸ　・・・（６）
【００５７】
　具体的な誤警報対応運転支援としては、上記のように、警報装置５による警報を中止し
、警報を出力しないようにする。また、未警報対応運転支援としては、ダウンリンク情報
を受信し、地図情報を参照した結果、前方に対象交差点Ｃに関する情報を取得した場合に
は、警報装置５から警報を出力するようにする。このように、誤警報対応運転支援および
未警報対応運転支援が行われる。
【００５８】
　また、ステップＳ２１において誤差の前後方向が明確でないと判断した場合には、誤／
未警報防止対応運転支援を行う（Ｓ２５）。誤／未警報対応運転支援では、誤警報の発生
を防止するために、警報装置５からの警報の出力を中止する。こうして、運転支援装置に
よる処理を終了する。
【００５９】
　このように、本実施形態に係る運転支援装置においては、対象交差点－分岐点間距離Ｌ
１と、ナビ最大誤差δＭＡＸとの比較結果に応じて、異なる運転支援度合いの運転支援で
ある通常の運転支援と特別運転支援のいずれかを行う。このため、位置情報に誤差が見込
まれる範囲と、誤差がないと考えられる範囲とで運転支援度合いを異なるものとすること
ができる。したがって、車両内部の位置情報に誤差がある場合でも、運転支援が行われる
か否かによって運転者に与える違和感を軽減することができる。
【００６０】
　また、特別運転支援では、運転支援度合い抑制された運転支援を行う。このため、ナビ
ゲーション装置２から送信される経路組立情報に基づく対象交差点－分岐点間距離Ｌ１に
誤差が見込まれる場合には、運転支援が抑制される。このため、対象交差点Ｃと分岐点Ｄ
が近接することに基づく誤った運転支援によって、運転者に与える違和感を軽減すること
ができる。
【００６１】
　さらに、特別運転支援の他の例では、ナビゲーション装置２から送信される経路組立情
報に基づく自車両Ｍの位置情報の誤差が前方向に生じている場合には誤警報対応運転支援
を行い、後方向に生じている場合には未警報対応運転支援を行う。このように、位置情報
の誤差方向による違いを反映させることにより、誤った運転支援を抑制するとともに、支
援を行うべき支援対象位置に対する支援の漏れを防止することができる。しかも、誤差が
前方向に生じている場合に、誤警報対応運転支援を行っている。このため、誤った運転支
援を抑制することができる。
【００６２】
　以上、本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定され
るものではない。たとえば、上記実施形態では、誤警報対応運転支援として、警報を中止
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する態様としているが、たとえば警報レベルを下げる態様とすることができる。警報レベ
ルを下げるとは、たとえば通常の運転支援では「前方の信号が赤に変わります、停車して
ください」と報知するところを「前方に信号が有ります」とするなど、警告の内容を和ら
げることなどを挙げることができる。
【００６３】
　また、上記実施形態では、対象交差点－分岐点間距離Ｌ１がナビ最大誤差δＭＡＸより
小さいと判断した場合には、運転支援として、運転支援度合いが異なる特別運転支援とし
て、自車両Ｍが対象交差点Ｃに到達するときに対象交差点における信号機Ｓの点灯色が青
とならない場合であっても、警報装置５による警報を中止し、警報を出力しないようにし
ている。これに対して、ナビ最大誤差δＭＡＸが対象交差点－分岐点間距離Ｌ１以下であ
る場合に、ナビゲーション装置２に対して、曲がる交差点の報知を中止する中止情報を送
信し、ナビゲーション装置２による報知を中止する態様とすることもできる。
【００６４】
　あるいは、対象交差点－分岐点間距離Ｌ１と、ナビゲーション装置２によって組み立て
られた経路における自車両Ｍが曲がる交差点と自車両との距離と、の誤差が所定値以上で
ある場合には、特別運転支援を行う態様とすることもできる。この場合、所定値を０に設
定することにより、対象交差点－分岐点間距離Ｌ１と、ナビゲーション装置２によって組
み立てられた経路における自車両Ｍが曲がる交差点と自車両との距離が一致しない場合に
は、常に特別運転支援を行う態様とすることもできる。
【００６５】
　さらに、上記実施形態では、運転支援として警報装置５による警報を行っているが、自
車両の走行制御による運転支援を行う態様とすることもできる。走行制御による運転支援
では、警報装置５によって警報を出力する代わりに、自車両を対象交差点Ｃの手前で停止
させる制御を行うことができる。また、この場合の特別運転支援としては、自車両を停止
させる制御を中止する態様とすることができるほか、対象交差点Ｃの手前で停止させる代
わりに自車両を減速させる態様などとすることができる。
【００６６】
　また、上記実施形態では、支援対象情報として信号サイクル情報を挙げているが、その
他の支援対象情報とすることもできる。その他の支援対象情報としては、たとえば交差点
における一時停止標識に関する情報、踏切に関する情報、曲がり角における曲率に関する
情報などを挙げることができる。さらに、上記実施形態では、地図として、ナビゲーショ
ン装置２における地図データベース２４に記憶された地図のみを挙げているが、たとえば
ＶＩＣＳ等を通じて新たな地図を取得し、取得した地図を用いることもできる。
【図面の簡単な説明】
【００６７】
【図１】本発明の実施形態に係る運転支援装置のブロック構成図である。
【図２】道路において運転支援が行われる車両を俯瞰する俯瞰図である。
【図３】運転支援装置における処理の流れを示すフローチャートである。
【図４】特別運転支援の手順を示すフローチャートである。
【図５】（ａ）は、自車両の実位置に対して、自車両が後方誤差位置に位置していると判
断されている状態を示す俯瞰図、（ｂ）は自車両が曲がる位置を説明する俯瞰図である。
【図６】（ａ）は、自車両の実位置に対して、自車両が前方誤差位置に位置していると判
断されている状態を示す俯瞰図、（ｂ）は自車両が曲がる位置を説明する俯瞰図である。
【符号の説明】
【００６８】
　１…路車間通信機、２…ナビゲーション装置、３…車速センサ、４…運転支援ＥＣＵ、
５…警報装置、１１…光ビーコンアンテナ、１２…光ビーコン処理部、２１…ＧＰＳアン
テナ、２２…ＧＰＳ受信機、２３…ＧＰＳ処理部、２４…地図データベース、２５…表示
モニタ、２６…タッチパネル、２７…経路組立部、Ｂ…光ビーコン、Ｃ…対象交差点、Ｄ
…分岐点、Ｍ…自車両、Ｓ…信号機、δＭＡＸ…ナビ最大誤差。
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